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北九州市告示第３９３号 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条

第１項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可申請があったので、同条

第４項の規定により次のとおり告示し、申請書及び同条第３項の書類を公衆の

縦覧に供する。 

 なお、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期

間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、北九州市長に生活

環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。 

  令和５年１１月２日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 申請者 

  北九州市門司区大字白野江５２０番地 

  株式会社スカラベサクレ 

  代表取締役 水口 勝 

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所 

北九州市門司区大字白野江１番の一部、９番２の一部、９番４の一部、１

０５７番から１０６１番までの各一部、１０６２番、１０６３番、１０６４

番の一部、１０６５番の一部、１０６６番、１０６７番、１０６８番から１

０７１番までの各一部、１０７２番、１０７３番及び１０７５番の一部並び

に大字田野浦１０７４番１の一部、１０７４番２の一部、１０７４番５の一

部、１０７４番６の一部、１２８８番２の一部、１２８８番３の一部、１２

９０番の一部、１２９１番１の一部、１２９１番２、１２９２番１から１２

９２番３まで、１２９２番４の一部、１２９３番、１２９４番、１２９５番

１から１２９５番３までの各一部、１２９６番４の一部、１２９８番の一部

、１２９９番の一部、１３０６番の一部、１３０８番の一部、１３０９番１

の一部、１３０９番２の一部、１３１０番の一部及び１３１１番の一部並び

に海岸地先の一部 

３ 産業廃棄物処理施設の種類 

  産業廃棄物最終処分場（管理型） 

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 

燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず

、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、がれき

類及びダスト類 

５ 申請年月日 

  令和５年１０月２３日 
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６ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課 

７ 縦覧期間 

令和５年１１月２日から同年１２月２日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

８ 意見書の提出要領 

次に掲げる事項を記載した文書を令和５年１２月１６日までに第６項の縦

覧場所に到着するように提出すること。 

（１） 意見を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名 

（２） 申請者 

（３） 産業廃棄物処理施設の設置の場所 

（４） 産業廃棄物処理施設の種類 

（５） 生活環境の保全上の見地からの意見 
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北九州市告示第３９４号 

 北九州市港湾環境整備負担金条例（昭和５５年北九州市条例第１２号）第２

条第２項の規定により、同条第１項に定める負担対象工事を次のとおり指定す

る。 

  令和５年１１月２日 

北九州市長 武 内 和 久   

工事の種類 工事名 
工事の実施

された場所 

工事の完了

の日 

工事に要した費

用（円） 

港湾環境整

備施設等（

施設の敷地

を含む。）

の維持の工

事 

今津緑地管理

業務 

門司区大字

今津 

令和５年３

月３１日 

39,850,522

太刀浦地区管

理業務 

門司区太刀

浦海岸 

旧門司地区管

理業務 

門司区旧門

司一丁目 

西海岸地区管

理業務 

門司区東港

町及び西海

岸一丁目 

大里地区管理

業務 

門司区大里

本町三丁目 

 日明地区管理

業務 

小倉北区西

港町 

 砂津地区管理

業務 

小倉北区浅

野二丁目及

び浅野三丁

目 

 戸畑地区管理

業務 

戸畑区川代

二丁目 

 八幡地区管理

業務 

八幡東区大

字枝光 

 若松地区管理

業務 

若松区久岐

の浜及び本

町一丁目 

響灘地区管理

業務 

若松区響町

一丁目 
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港湾におけ

る漂流物の

除去その他

の清掃のた

めの工事 

新門司地区清

掃ほか業務 

太刀浦地区清

掃ほか業務 

旧門司地区清

掃ほか業務 

西海岸地区清

掃ほか業務 

大里地区清掃

ほか業務 

日明地区清掃

ほか業務 

八幡地区清掃

ほか業務 

若松地区清掃

ほか業務 

響灘地区清掃

ほか業務 

洞海地区清掃

ほか業務 

北九州港臨

港地区及び

港湾区域内

の門司地区

、小倉地区

及び洞海地

区 

令和５年３

月３１日 

87,183,690
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北九州市公告第７３８号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項の規定に基づく道

路を廃止したので、北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市規則第

７１号）第１６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和５年１１月２日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 廃止年月日及び廃止番号 

  令和５年１１月２日 第９号 

２ 廃止した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ）

北九州市門司区高田一丁目３２９番

１ 
４．００ ２１．１３
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